
  (様式３) 目的設定表( 年度） 予算区分： 要求区分： 確定日（ 年 月 日）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
事業年度 年度 評　　価　　対　　象　　事　　業　（　計　画　）　の　　内　　容 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１．事業立案の背景(施策目標の達成のために今なぜこの事業が必要なのか)

(重点施策推進方針との関係） 重点事業として要望 その他事業として要望

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
２．住民ニーズの状況

 ②事業の対象者･団体①ニーズを把握した対象
受益者 一般県民 （時期： 年 月）  ③達成のための手段

②ニーズの把握の方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③ニーズの具体的内容

 ④比較した代替手段及び選択した手段の有効性

◎把握してない場合の理由及び今後の方針

 ①理由

 ②今後の方針

５．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度 全体(最終)計画順位

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和 3年度当初予算令和03 通常 令和03 02 18
0505040207 誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦略

04 高齢者や障害者等が安全・安心に暮らせる福祉の充実介護職員等資質向上研修事業
介護・福祉の人材の育成・確保02

健康福祉部 長寿社会課 介護人材対策班 1364 髙橋　直樹 照井　利佳

令和03 令和69

　高齢化の進行に伴い、増加する高齢者への対応や、地域包括ケアシステムの構築に向け、介護ニー 　一定の水準のサービス提供を確保するとともに、その水準を維持し向上させることにより、要介護
ズの高度化、多様化、専門化に対応できる専門知識を有する介護職員等の着実な養成が必要となって 者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること。
いる。こうした状況から、介護ニーズに対応できる介護人材を育成・確保し、介護サービスの質の向
上を図るため、介護関係従事者に対する研修等の機会を提供し、質の維持・向上を図る必要がある。
�

○ ●

県・委託機関

介護職員、介護支援専門員等

■ □ R02 10

県内介護事業者、従事者を対象とした各種研修の開催。
□ □ □ □
■ 県介護支援専門員協会への聞き取り

　事業者や介護関係従事者は、高齢化の進行による介護サービスの供給拡大に伴う業務の増加により
、自助努力のみでは介護現場で求められるスキルの向上を行うことが困難な状況にある。こうした状

介護保険法等に基づく実施であり、代替手段はない。況から、介護関係従事者が自身の業務のスキルアップを日常業務と両立できるようオンライン等を活
用した研修の提供が求められている。

0 80 3 0 4 0 60 5 0 7

介護支援専門員資質向上研修事業 介護支援専門員としての資質向上や介護支援専門員証の有効期間を更新するため等に必要
01 な法定研修を行う。       7,270       7,270       7,270       7,270      7,270       7,270             0

介護職員等研修事業 介護施設等に従事する者のキャリアアップを支援する研修を通じ、多様性・高度化する福
02

祉ニーズに対応できる質の高い人材の確保を行う。         567         567         567        567         567         567             0

主任介護支援専門員の指導力向上OJT研修 介護保険制度の利用の要となる介護支援専門員の実務能力の向上と、主任介護支援専門員
03 の指導力の向上を図るため、ＯＪＴによる研修を実施する。

            0        987         987           0           0           0        987

介護職スキルアップ研修支援事業 要介護者の人権擁護・尊厳あるケア、多職種連携の知識、要介護者の状態の見極めに必要
04 な医学的知識を習得するための研修会等を開催する。

      2,501             0      2,501       2,501       2,501       2,501      2,501

介護支援専門員等に対する実践力向上研修事介護支援専門員法定研修以外の分野で、介護支援専門員や管理者の実務に必要となる分野05
業 についての研修を行う。

            0      1,375           0           0        876         876           0

                                                                               

            0     12,700      12,201      10,338      10,338     10,338     12,201

介護保険事業費補助金             0        283         283        283         283         283         283

            0          0           0           0           0           0          0

            0介護保険法関係手数料、地域医療介護総合確保基金      12,133      11,634       9,771       9,771      9,771     11,634

        284         284         284         284         284             0        284



６．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み

事業の期待
される成果

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅰ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北
全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

指標名 指標の種類

成果指標指標式
業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅱ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北

全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法
①指標を設定することが出来ない理由

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む)

事業の必要性

現状の課題及び施策目的に照らした事業の必要性

住民ニーズに照らした事業の必要性

事業の県関与の必要性
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

民間・市町村で実施可能であるが、県が関与する必要性が認められるもの
政策評価委員会意見 重点事業の適合及び指標・目標値の適合性判定

重点事業 その他

要介護者が必要な介護サービスについて、その種類及び供給量が確保され、その質も高い

ものである。

介護支援専門員数（実務従事者）

●介護支援専門員数（実務従事者）

○

01 0 2 03 04 0 5 0 6 0 7
     2,601     2,731                                                               

     2,319     2,310

                    長寿社会課調べ

                    

● ○ ○0 3

○
○

0 40 1 0 2 0 3 0 5 0 6 0 7
                                                                                   

                    

                    

                    

○ ○ ○

　本事業は、介護保険法に基づく都道府県の事務として実施する研修等であり、研修受入
体制の整備等の適切な実施体制を確保する必要がある。

　要介護者の増加に伴い、介護サービスの供給も拡大していく中で、一定水準以上の適切
な介護サービスを供給するための環境整備が求められており、必要性は高い。

□■ □
□

　本事業は、介護保険法に基づく都道府県の事務等として位置づけられたものである。

○ ○


